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杉並区立小中学校の「改築検討懇談会」の改革に関する陳情 

 

 

文 教 委 員 会 資 料 

令和５年 11 月 28 日 

学 校 整 備 課 

杉並区立杉並第二小学校校舎改築検討懇談会運営要綱 

 

平成 3 1 年３月 1 4 日 

杉 教 第 1 0 3 7 1 号 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、杉並区立杉並第二小学校（以下「杉並第二小学校」という。）改築検討

懇談会（以下「懇談会」という。）の運営に関し必要な事項について定めるものとする。 

（目的） 

第２条 懇談会は、杉並第二小学校の改築に当たり、次の各号に掲げる事項について、広く意

見を聴くことを目的とする。 

(１) 校舎改築における基本的な方針に関すること。 

(２) その他校舎改築の基本設計に反映する必要な事項に関すること。 

（構成） 

第３条 懇談会は、別表に掲げる者をもって構成する。 

（運営） 

第４条 懇談会は、教育委員会事務局学校整備担当部長（以下「部長」という。）が開催する。 

２ 懇談会の司会、進行については、懇談内容ごとに適した者を選出する。 

３ 部長は、必要があると認めたときは、第３条で掲げる者以外の者の出席を求め、その意見

を聴き、又は説明を求めることができる。 

４ 懇談会は、平成 32年３月 31日までの期間において、必要に応じて開催する。 

 （会議の公開） 

第５条 懇談会は、公開とする。ただし、部長は、必要があると認めるときは、非公開とする

ことができる。 

（庶務） 

第６条  懇談会の庶務は、教育委員会事務局学校整備課において処理する。 

（委任） 

第７条  この要綱に定めるもののほか懇談会の運営に関し必要な事項は、部長が別に定める。 

附 則 

１ この要綱は、平成 31年４月１日から施行する。 

２ この要綱は、平成 32年３月 31日をもってその効力を失う。 

 

別表（第３条関係） 

杉並第二小学校校長              １名 

杉並第二小学校副校長             １名 

杉並第二小学校通学区域内に存する町会の代表 ５名 

杉並第二小学校ＰＴＡの代表         ２名 

杉並第二小学校学校協力者の代表       ２名 

杉並第二小学校学校運営協議会の代表     ２名 

杉並第二小学校学校支援本部の代表      ２名 

杉二学童クラブの関係者            １名 

学識経験者                  ２名 

 



＜基本設計説明会での主な意見等＞

◎校庭の砂塵対策をしてほしい。

◎工事中の道路について、安全対策を行ってほしい。

◎近隣や保護者へ計画の周知を図ってほしい。

杉並第二小学校の改築については、昨年度、学校関係者、地域関係者及び学識経験者等で構成する改築

検討懇談会にて意見交換を重ね、令和２年３月に、目指す学校像や諸室整備計画、校舎配置計画等を含めた

基本設計をまとめました。

新校舎の全体イメージと配置・平面計画を保護者や地域の皆さまにお知らせします。

令和２年10月１日（木）杉並第二小学校において、地域の方に向けた基本設計と仮設校舎の説明会を開

催しました。

新校舎の基本設計がまとまりました！

杉並第二小学校基本設計説明会

※保護者向けの説明会等については、新型コロナウイルスの感染状況などを踏まえ、学校と検討してまいります。
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＜改築基本方針＞

改築検討懇談会での意見交換を通じて、目指す学校像や改築に当たっての基本的考え方を、スローガンと３

つのビジョン、６つの目標、15の取り組みとして整理し、設計等を通じて具体化を図ってきました。

＜改築検討懇談会での検討経過＞

杉並第二小学校の改築について、懇談会で１年にわたり意見交換を重ね、設計を進めてまいりました。また、

令和元年12月に保護者や地域の方に基本設計の中間のまとめの説明会を開催し、ご意見をいただきました。
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※本資料は検討段階のものであり、変更となる場合があります。

★学年スペース
年間行事写真、書初め、夏
休みの課題、読書感想文、
グループワーク成果品等の
展示・情報共有が可能とな
り、学年の中でクラスを越
えたコニュニケーションの
きかっけの場とした。

＜２階平面図＞

＜３階平面図＞

★多目的室
多目的室を２、３階に配置し、学年
ごとの利用や将来の教室転用に配慮
した。

★学年のまとまり
学年のまとまりを考えた教
室配置とし、水回りも分散
配置させることで、混雑の
解消とともに、手洗い等の
生活習慣の学びを習得し、
「自分たちの居場所」を認
識しやすい計画とした。学年の

まとまり
学年の
まとまり

学年の
まとまり

★緑化
北側のビオトープと併せた
立体的な緑を計画する。

★図書室
杉二小の特徴である文学と
の関りを集約した図書室は、
児童が利用しやすく景観の
良い善福寺川緑地に面した
２階中央に配置した。

★階段
コンパクトに諸室を配置し、動線が短くなる
よう配慮した。また「教室からすぐに校庭に
行きたい」という子どもたちの願いを叶える
ため、階段を学年のまとまりの近くに配置し、
３か所の階段から安全に移動できるよう配慮
した。

★屋上緑化
西側の広場と併せた立体的な緑
を計画する。

★教室配置
児童数の将来増に伴ってクラス
数が増えた場合に、どの学年も
「学年のまとまり」を維持する
ことが可能な柔軟な教室配置と
した。

★緑化テラス
善福寺川緑地に面してテラスを
配置した。

学年の
まとまり

学年の
まとまり

学年の
まとまり
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※本資料は検討段階のものであり、変更となる場合があります。

★太陽光パネル
プールサイドに日除けと太陽光発
電を兼ねた庇を設置。児童が見や
すい場所に配置することで環境教
育に役立てるよう配慮した。

★屋上緑化
条例の緑地面積確保のため、最上
階の屋根も緑化を計画する。

★学童・学校支援本部・ＰＴＡ室
学童・学校支援本部・ＰＴＡ室を
緑豊かな緑地側に配置して、景観
の良さを感じられる計画とした。
学校支援本部・ＰＴＡ室の柔軟な
利用に配慮し、直接出入り可能な
計画とした。

★成田西災害備蓄倉庫
成田西災害備蓄倉庫は、駐車場に
隣接して配置し、利便性に配慮し
た。

★音楽室
音楽室は、ウィンドバンドの活
動も考慮し、東側道路から直接
出入りできる位置に配置した。

★守衛室
守衛室は、メインアプローチ近
くに配置することで、学校に出
入りする児童及び関係者を視認
できる安全な計画とした。

★学童クラブ
新校舎の建設、その後の既存校
舎解体工事や環境整備工事等に
おける影響を考慮し、学童の出
入り口に配慮した

＜地下平面図＞

▼善福寺川緑地からみた校舎 イメージ図

＜屋上平面図＞
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新校舎建設にあたり、事前にプール・特別教室棟を解体する必要があるため、校庭に仮設校舎を建設いたし

ます。

仮設校舎

★渡り廊下
校舎からの移動は渡
り廊下を利用。

★昇降口（学童クラブ）
学童クラブの出入口は体
育館側を予定。

＜配置図＞

＜１階平面図＞

※本資料は検討段階のものであり、変更となる場合があります。

＜２階平面図＞ ＜３階平面図＞

◎各部屋にエアコンを設置します。

◎校舎と同様の耐震性能を備えた設計です。

◎放課後等居場所事業は、２階の視聴覚室を利用します。

◎学童クラブは、３階に配置しました。

6
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＜今後の対応及びスケジュール（予定）＞

7

※本資料は検討段階のものであり、変更となる場合があります。

＜工事ステップ図（予定）＞



杉並第二小学校校舎改築ニュース 第５号 令和２年（2020年）10月発行

〒166-8570 杉並区阿佐谷南一丁目15番1号

杉並区教育委員会事務局 学校整備課 教育施設計画係

TEL03-3312-2111（内線1697） FAX03-5307-0693

E-mail：gakko-seibi@city.suginami.lg.jp

※改築基本設計まとめ、懇談会・説明会の資料や会議録等は、教育委員会ホームページに掲載しています。

教育委員会ホームページ ➡ 学校施設の改築・改修、新しい学校づくり ➡ 杉並第二小学校の改築

Ｑ 学校から離れた場所での体育、プールの実施など、安全面について配慮して欲しいです。

Ａ 移動にあたっては、通学案内交通指導員を配属して、安全を確保するよう配慮いたします。

ご質問にお答えします。

校舎改築にあたって、これまでに保護者や地域の方々からいただいた主なご質問についてお答えいたします。

Ｑ 現在の樹木はどうなるのでしょうか。

Ａ 樹木の取扱いについては、実施設計の中で移植の可能性や活用方法などを検討いたしますが、広い範囲
で道路の拡幅や校舎建築工事の対象となるため、多くは伐採することになります。伐採した樹木の活用
については、学校と協議してまいります。
校舎改築後は、条例に基づき、新たに四季を感じられる樹木を植える予定です。新校舎の歩みとともに、
新たに植えた樹木の成長を見守っていただきますようお願いいたします。

Ｑ 工事中の安全はどのように確保するのですか。

Ａ 工事エリアには仮囲い（高さ３ｍの鋼板など）を設置するとともに、警備員を配置し、児童等の安全に
配慮いたします。

Ｑ 現在、三年坂は車両の通行はできませんが、道路拡幅後は車が通れるようになるのでしょうか。

Ａ 道路の拡幅は、建築基準法上で必要な幅員を確保するために行います。車両の通行については、警察と
協議をしていくことになります。

Ｑ 仮設校舎や新校舎の換気や手洗い場の設置など、新型コロナウィルス対策はどのようになっていますか。

Ａ 仮設校舎については、手洗い場を各階に設けており、蛇口は１２個程度設置する予定です。
換気については、法令に適合する機械換気設備を設置するとともに、可能な範囲で開口部を設け、換気
対策に努めてまいります。
新校舎については、現在実施設計を行っておりますので、その中で検討してまいります。
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杉並第二小学校の改築について、令和２年１０月に杉並第二小学校基本設計説明会を開催し、説明

会等でいただいたご意見等を踏まえ、設計を進めてまいりました。今回は、「杉並区中高層建築物の

建築に係る紛争の予防と調整に関する条例」「建築基準法第５５条第３項第二号による許可申請」に

基づき、近隣住民の方々に向けて建築計画の説明に伺いましたので、その概要をお知らせします。

なお、新型コロナウイルス感染症の影響を鑑み、集会形式ではなく、個別に説明にお伺いしており

ます。

杉並区中高層建築物の建築に係る
紛争の予防と調整に関する条例等に基づく個別説明

★遊具の位置を職員室から見通し
の良い場所に変更しました。

★ビオトープと学校菜園の
位置を変更しました。

★屋外倉庫を２か所に
分けました。

★体育館の屋根の最高
高さを10.8ｍから
9.1ｍにしました。

※詳細は、ホームページでご確認ください。
配置図（基本設計説明会からの主な変更点）

※本資料は令和３年２月現在のものであり、変更となる場合があります。



杉並第二小学校校舎改築ニュース 第６号 令和３年（2021年）２月発行

〒166-8570 杉並区阿佐谷南一丁目15番1号

杉並区教育委員会事務局 学校整備課 教育施設計画係

TEL03-3312-2111（内線1697） FAX03-5307-0693 E-mail：gakko-seibi@city.suginami.lg.jp

※改築基本設計まとめ、懇談会・説明会の資料や会議録等は、教育委員会ホームページに掲載しています。

教育委員会ホームページ ➡ 学校施設の改築・改修、新しい学校づくり ➡ 杉並第二小学校の改築

新校舎建設にあたり、事前にプール・特別教室棟を解体する必要があるため、校庭に仮設校舎を

建設することをお伝えしておりましたが、２月から工事が始まりました。安全に配慮し、児童や地

域の皆様にできる限りご迷惑をかけないよう工事を進めてまいりますので、ご理解・ご協力をお願

いいたします。

2月から仮設校舎の建設が始まりました！

鎌倉街道側からみた校舎▶

＜お詫びと訂正＞

改築ニュース第５号、１ページ掲載

の鳥瞰図について、日影の表現が実際

と異なる部分がございました。修正し

た鳥瞰図は右のとおりです。訂正して

おわびいたします。

仮設校舎計画図

※本資料は令和３年２月現在のものであり、変更となる場合があります。

★搬出入口は、みどり門を使用します。
搬出入経路は、五日市街道を予定しています。

★現場事務所

★交通誘導員が常
駐しています。

＜今後のスケジュール（予定）＞

２月下旬～ 仮設校舎本工事

６月末 仮設校舎完成・引越し

７月～ プール・特別教室棟解体工事

※プール・特別教室棟の解体については

詳細が決まり次第お知らせいたします。

仮設校舎

★工事範囲
で囲った範囲

mailto:gakko-seibi@city.suginami.lg.jp
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